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（
且
）

湯
　
浅

邦
　
弘
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黄
帝
は
、
中
華
民
族
の
始
祖
と
し
て
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
創
始
者
と
し
て
、

五
帝
の
筆
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
古
代
帝
王
で
あ
る
。
そ
の
黄
帝
が
嘗
て
大
き
な
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ゆ
う

練
に
遭
遇
し
た
。
軍
神
螢
尤
と
の
戦
い
で
あ
る
。

　
武
器
を
創
り
兵
乱
を
興
し
て
黄
帝
に
挑
ん
だ
量
尤
は
、
大
暴
風
雨
や
濃
霧
に
よ
っ

て
黄
帝
を
苦
戦
に
陥
れ
る
。
黄
帝
は
、
応
龍
・
玄
女
の
助
力
に
よ
っ
て
暴
風
雨
を
鎮

め
、
濃
霧
の
中
を
自
在
に
走
る
指
南
車
を
駆
使
し
て
反
撃
に
転
じ
、
遂
に
塚
鹿
の
野

に
於
て
董
尤
を
捕
え
諌
殺
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
黄
帝
・
董
尤
の
戦
い
は
、
中
国
世
界
を
大
き
く
二
分
し
た
と
い
う
そ
の
規
模

に
於
て
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
，
っ
て
黄
帝
の
天
下
統
一
が
実
現
し
た
と
さ
れ
る
点
に
於

て
、
正
に
中
国
の
神
話
世
界
を
代
表
す
る
最
初
に
し
て
最
大
の
戦
争
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
『
山
海
経
』
『
史
記
』
等
に
記
さ
れ
る
こ
の
黄
帝
・
量
尤
の
神
話
・
伝
説
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
主
土
し
て
黄
帝
伝
説
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
た
。
．
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
諸
文
献
に
記
さ
れ
る
黄
帝
像
・
董
尤
像
を
手
掛
か

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
一

り
に
、
そ
の
原
初
的
形
態
の
復
元
が
試
み
ら
れ
、
ま
た
一
方
、
そ
の
原
初
の
姿
が
後

世
の
合
理
化
・
人
間
化
・
歴
史
化
等
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
た
と
説
か
れ
て
き
た
。

　
例
え
ば
、
楊
寛
は
、
黄
帝
の
原
初
的
形
態
を
皇
天
上
帝
、
董
尤
の
原
初
的
形
態
を

悪
神
と
推
測
し
た
上
で
、
両
者
の
戦
い
の
意
味
を
次
の
如
く
解
説
す
る
。
螢
尤
は
炎

帝
を
滅
ぼ
し
た
後
、
自
ら
炎
帝
の
称
を
襲
用
し
た
。
即
ち
、
『
史
記
』
五
帝
本
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

記
さ
れ
る
黄
帝
・
炎
帝
の
戦
（
阪
泉
の
戦
）
と
黄
帝
・
量
尤
の
戦
（
塚
鹿
の
戦
）
と

は
、
本
来
同
一
の
事
象
が
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
炎
帝
か
ら
黄
帝

へ
の
帝
王
交
替
劇
は
、
平
和
の
時
代
か
ら
戦
争
の
時
代
へ
の
大
き
な
変
化
を
象
徴
し

て
い
る
、
と
。

　
ま
た
、
孫
作
雲
は
、
黄
帝
を
、
熊
ト
ー
テ
ム
を
崇
拝
す
る
西
北
都
族
の
象
徴
、
量

尤
を
、
蛇
ト
ー
テ
ム
を
崇
拝
す
る
東
南
部
族
の
象
徴
と
捉
え
、
更
に
、
玄
珠
は
、
黄

帝
を
善
神
、
量
尤
を
巨
人
族
の
悪
者
と
す
る
な
ど
、
そ
の
見
解
は
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
右
の
三
者
を
含
め
、
こ
の
黄
帝
・
螢
尤
の
戦
い
に
関
す
る
従
前
の
研
究
を

表
1
（
次
頁
）
に
ま
と
め
て
み
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
黄
帝
・
螢
尤
の
戦
を
め
ぐ
る
見
解
は
、
研
究
者
個
々
の
基
本
的
視

点
を
反
映
す
る
形
で
多
方
面
か
ら
種
々
提
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

第
二
十
六
巻
　
　
一
五
頁
s
二
一
二
頁

平
成
四
年
十
二
月
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表
1

　
軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－
（
1
）
一
湯
浅
）

黄
帝
・
董
尤
の
原
初
的
形
態
お
よ
び
そ
の
戦
い
の
意
味
一
先
行
研
究
の
解
釈
、

出
拠
は
一
　
八
頁
参
照
）

⑨
貝
塚
茂
樹

⑧
衰
珂

⑦
丁
山

⑥
森
安
太
郎

⑤
水
野
清
一

④
三
森
樹
ご
一
郎

③
玄
珠

②
孫
作
雲

①
楊
寛

研
一
究
者

造
ご
と
を
技
も
知
術
に
る
を
’
部
身
風
族
に
を
の
付
支
長
け
配
。
青
す
銅
る
兵
神
器
O
　
の
ふ
製
い

中
央
の
上
帝

皇
天
上
帝

蛇
始
神
雷
始
雨
帝
の
◎
神
龍

皇
帝

善
神

部
崇
熊
族
拝
ト
　
す
1
　
る
テ
　
西
ム
　
北
を

皇
天
上
帝

黄
帝

に
帝
天
勇
居
の
上
猛
住
後
の
な
○
奮
悪
巨
　
で
神
人
南
◎
族
方
炎
’

海
地
在
赤
の
に
り
色
帝
在
て
長
で
り
は
轟
戦
て
炎
O
神
は
帝
天
◎
南
’
に

腹 軍
悪
神
神
疫
病
神

斉
地
方
の
戦
争
神

巨
人
族
悪
者

拝
蛇
す
ト
る
1
東
テ
南
ム
都
を
族
崇

悪
神

螢
尤

マ
戦
ル
闘
ド
の
ウ
勝
ク
敗
の
の
テ
鍵
イ
が
ア
風
マ
を
ト
自
伝
由
説
に
と
す
一
る
致
巫
○
女
　
を
獲
　
得
　
で
　
き
　
る
　
か
否
　
か
　
に
　
あ
　
つ
　
た
　
点
　
に
　
お
　
い
　
て
　
、
古
　
代
　
メ
　
ソ
　
ポ
　
タ
　
ミ
　
、
　
ア
　
の

こ
尤
董
と
は
尤
を
’
は
知
北
老
ら
方
祖
ぬ
の
父
貧
巨
炎
欲
人
帝
な
族
め
量
・
称
尤
脊
を
の
父
襲
形
（
用
象
螢
◎
◎
尤
黄
　
同
帝
様
と
　
炎
の
　
帝
戦
　
の
い
　
末
に
蕎
敗
）
れ
　
の
た
救
炎
援
帝
　
を
の
　
仰
復
　
ぐ
警
　
も
戦
　
結
を
　
局
行
敗
な
　
死
う
　
O
　
　
O
　
襲
黄
　
嚢
帝
紋
と
様
の
　
は
戦
　
’
に
　
実
劣
　
は
勢
　
飽
の
　
く
量

平
る
r
一
民
が
左
で
’
伝
は
『
』
な
堂
所
い
ε
伝
○
早
藍
竈
窪
蚤
雇
　
ε
』
　
嘗
の
　
奏
㌧
’
　
な
っ
岩
麓
1
1
　
㌧
　
経
姦
　
’
礼
　
一
記
　
都
』
　
族
は
　
の
螢
　
大
尤
　
酋
を
　
長
r
　
で
庶
　
あ
人
　
り
L
　
’
と
　
決
し
　
し
て
　
て
い

一
黄
撃
帝
を
が
加
炎
え
帝
る
（
為
姜
に
姓
作
）
為
に
し
戦
』
た
勝
伝
し
説
た
◎
の
琢
と
鹿
同
と
様
は
’
’
田
独
氏
山
斉
（
　
　
（
山
高
東
祖
省
黄
）
帝
の
）
麓
が
◎
姜
　
姓
　
斉
　
（
　
炎
　
帝
　
兵
　
神
　
量
　
尤
　
）
　
の
　
信
　
仰
　
に

螢
尤
は
悪
神
疫
病
神
と
軍
神
と
い
う
両
面
の
性
格
を
持
3
董
尤
伎
は
襲
嚢
伎
の
名
残
o

董
r
尤
史
1
1
記
炎
』
帝
の
◎
黄
　
帝
　
神
　
話
　
は
　
、
　
五
　
行
　
説
　
の
　
成
　
立
　
流
　
行
　
以
　
後
　
○
　
周
　
斉
　
の
　
政
　
治
　
権
　
力
　
関
　
係
　
（
　
周
　
王
　
朝
　
の
　
成
　
立
　
）
　
を
　
反
　
映
　
O

な
r
逸
漢
亡
書
は
』
晴
芸
代
文
以
志
降
に
O
r
　
量
　
尤
』
　
二
　
巻
　
、
　
『
　
晴
　
書
　
』
　
経
　
籍
　
志
　
に
　
『
　
黄
　
帝
　
螢
　
尤
　
兵
　
法
　
』
　
が
　
記
　
載
　
さ
　
れ
　
る
　
◎
　
量
　
尤
　
神
　
話
　
の
　
完
　
全

夏
董
萬
尤
は
は
螢
善
尤
戦
の
し
苗
’
奮
の
○
ち
　
に
　
兵
　
器
　
の
　
発
　
明
　
者
　
と
　
さ
　
れ
　
る
　
◎
　
蹴
　
鞠
　
の
　
戯
　
、
　
成
　
池
　
の
，
楽
　
は
　
、
　
黄
　
帝
　
螢
　
尤
　
の
　
戦
　
に
　
起
　
源
　
あ
　
り
　
◎

の
螢
戦
尤
と
は
は
炎
本
帝
来
を
同
滅
一
ぼ
事
し
の
た
分
後
化
’
◎
自
炎
ら
帝
炎
か
帝
ら
の
黄
称
帝
を
へ
襲
の
用
帝
O
王
黄
交
帝
替
・
は
炎
’
帝
平
の
和
戦
か
と
ら
黄
戦
帝
争
・
の
董
時
尤
代
の
へ
戦
の
’
’
変
阪
化
泉
を
の
象
戦
徴
と
◎
琢
　
鹿

黄
帝
量
尤
の
戦
の
音
’
o
］
、
味
、
そ
の
他

sokyu
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⑱
王
孝
廉

⑰
徐
顕
之

⑯
張
振
翠

⑮
馬
清
福

⑭
劉
城
准

⑬
陳
天
水

⑫
何
新

⑪
御
手
洗
勝

⑪
自
川
静

火
神

北
方
部
族
の
長

皇
帝

正
炎
義
帝
の
の
部
兄
族
弟
長
’

夏
雲
華
族
族
の
の
戦
祖
神
先
’

に
主
天
人
宰
帝
帝
者
O
に
O
万
転
の
物
化
ち
の

ね
・
太
る
人
陽
最
類
神
高
神
・
神
を
月
．
兼
神

騎
姓
族
の
水
神

中
原
の
帝

水
神

南
方
部
族
の
長

悪
勢
力
の
部
族
長

炎
帝
の
後
奮
O

神
黎
テ
ー
◎
族
ム
種
　
（
と
の
　
東
な
虫
　
方
る
。
　
）
◎
ト
　
の
・
九
1

下
て
炎
◎
黄
帝
　
帝
の
　
属
末
　
下
蕎
　
の
◎
　
臣
嘗

神
の
南
）
首
方
の
領
’
葦
畜
嚢
　
火
人

悪
神

の
神
グ
．
東
性
・
1
方
格
悪
！
ス
の
○
神
系
帝
　
と
か
。
　
し
？
ツ
　
て
風
ソ

も
火
風
神
神
と
雨
水
神
神
と
と
し
の
て
戦
い
寡
田
雲
窪
雀
大
◎
菱
　
琶
　
等
　
忘
　
襲
　
塁
　
萎
　
姦
　
と
　
き
　
誉
　
竃
　
6
　
蒼

南
北
両
大
勢
力
の
対
立
激
闘
を
反
映
o

　
r
原
史
史
始
家
記
杜
に
』
会
よ
か
に
っ
ら
於
て
顕
け
宣
著
る
伝
に
部
　
変
族
附
化
間
会
（
の
さ
伝
重
れ
説
大
た
化
歴
も
・
史
の
歴
事
◎
史
件
　
化
。
　
、
黄
　
＿
帝
　
し
の
　
れ
歴
垣
竈
1
1
幕
言
聾
壷
　
・
㌧
奪
蕾
毒
撃
き
る
襲
聾

代
遠
人
古
の
時
正
代
義
の
に
両
対
部
す
族
る
間
賛
の
美
戦
’
争
邪
を
悪
反
に
映
対
O
す
黄
る
帝
痛
は
恨
正
が
義
託
’
さ
螢
れ
尤
て
は
い
邪
る
悪
○
凶
　
残
　
の
　
侵
　
略
　
者
　
を
　
代
　
表
　
〇
　
二
　
つ
　
の
　
形
　
象
　
中
　
に
　
古

と
董
抗
華
い
尤
撃
旬
夏
う
と
し
族
の
楡
た
（
は
岡
事
雲
’
・
実
族
後
炎
を
）
人
帝
反
の
の
の
映
創
附
戦
◎
作
託
は
正
し
◎
’
義
た
　
黄
（
神
　
帝
黄
話
　
帝
。
　
董
）
原
　
尤
が
始
　
の
不
杜
　
戦
正
会
　
の
義
末
　
前
（
期
　
哨
量
の
　
戦
尤
部
　
と
）
族
　
し
に
・
　
て
勝
国
　
創
利
家
　
作
す
間
　
さ
る
の
　
れ
と
戦
　
た
い
争
　
も
う
’
　
の
人
即
　
◎
民
ち
　
董
の
華
　
尤
理
夏
　
が
想
族
　
炎
を
が
　
帝
表
東
　
の
明
方
　
子
し
の
　
孫
た
九
　
で
も
黎
　
あ
の
族
　
る
◎
を

於
r
け
共
る
工
部
・
族
纈
間
頚
の
の
対
戦
立
L
　
「
幸
孕
姦
奉
㌶
帝
表
実
甲
轟
壽
｛
幸
轟
正
L
義
奏
一
言
甲
薯
桑
歪
窪
奮
璋
署
窪
の
△
簡
蚕
　
に

が
量
炎
尤
帝
は
　
炎
黄
帝
帝
を
二
駆
族
逐
の
し
領
て
袖
自
と
ら
し
炎
て
帝
r
と
大
称
帝
す
L
＿
　
　
◎
と
炎
称
帝
す
・
◎
黄
　
帝
　
（
　
北
　
方
　
部
　
族
　
の
　
長
　
）
　
は
　
連
　
合
　
し
　
て
　
量
　
尤
　
に
　
戦
　
勝
　
し
　
、
　
黄
　
帝

う
黄
伝
帝
承
と
は
龍
’
と
水
の
神
密
と
接
し
な
て
関
の
係
黄
’
帝
特
の
に
本
黄
質
帝
を
の
露
武
呈
器
す
で
る
あ
も
つ
の
た
。
鷹
　
龍
　
が
　
「
　
水
　
を
　
蓄
　
え
　
L
　
て
　
強
　
敵
　
の
　
量
　
尤
　
に
　
対
　
抗
　
し
　
た
　
と
　
い

を
螢
語
尤
る
が
○
黄
黄
帝
帝
と
説
戦
話
い
の
敗
成
れ
立
た
と
と
と
い
も
う
に
の
’
は
董
’
尤
黄
の
帝
説
説
話
話
は
に
敗
よ
北
つ
の
て
神
創
話
作
と
さ
し
れ
て
た
残
も
る
の
◎
　
　
o
　
そ
　
の
　
部
　
族
　
の
　
中
　
原
　
よ
　
り
　
の
　
敗
　
退
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国
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に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
1

（
1
）
一
湯
浅
）
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湯
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表
－
出
拠
一
覧

①
楊
寛
「
黄
帝
与
皇
帝
」
一
『
古
史
辮
』
第
七
冊
「
中
国
上
古
史
導
論
」
、
一
九
三
八
年
一

②
孫
作
雲
「
螢
尤
考
」
（
『
中
和
月
刊
』
二
、
四
、
五
、
一
九
四
一
年
一

③
玄
珠
『
支
那
の
神
話
』
（
玄
珠
『
中
国
神
話
研
究
A
B
C
』
上
海
世
界
書
局
一
九
二
九
年
刊
の
翻
訳
、
伊
藤
彌
太
郎
訳
、
地
平
杜
、
一
九
四
三
年
一

④
森
三
樹
三
郎
『
支
那
古
代
神
話
』
（
大
雅
堂
、
一
九
四
四
年
、
の
ち
『
中
国
古
代
神
話
』
と
し
て
再
版
）

⑤
水
野
清
一
「
漢
の
董
尤
伎
に
つ
い
て
ー
武
氏
祠
画
像
の
解
1
」
一
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
創
立
二
十
五
周
年
記
念
論
文
集
』
、
一
九
五
四
年
一

⑥
森
安
太
郎
「
黄
帝
伝
説
」
一
『
京
都
女
子
大
学
紀
要
』
十
八
、
一
九
五
九
年
、
の
ち
一
九
七
〇
年
、
京
都
女
子
大
学
人
文
学
会
よ
り
『
黄
帝
伝
説
－
古
代
中
国
神
話

　
の
研
究
1
』
と
し
て
刊
行
）

⑦
丁
山
『
中
国
古
代
宗
教
与
神
話
考
』
一
上
海
文
芸
出
版
杜
、
民
俗
・
民
間
文
学
影
印
資
料
之
十
四
、
一
九
六
一
年
、
影
印
本
一
九
八
八
年
）

⑧
衰
珂
『
中
国
古
代
神
話
』
新
版
（
商
務
印
書
館
一
九
五
七
年
刊
の
翻
訳
、
伊
藤
敬
一
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）

　
衰
珂
『
山
海
経
校
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
杜
、
一
九
八
○
年
）

　
衰
珂
『
中
国
神
話
伝
説
詞
典
』
（
上
海
辞
書
出
版
杜
、
一
九
八
五
年
）

　
衰
珂
「
巨
人
－
斉
魯
神
話
与
仙
話
的
芸
術
概
括
」
（
『
思
想
戦
線
』
一
九
九
一
年
第
四
期
）

⑨
貝
塚
茂
樹
「
神
々
の
誕
生
」
一
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
五
巻
□
中
央
公
論
杜
、
一
九
七
六
年
］
所
収
、
初
出
は
筑
摩
書
房
、
一
九
六
一
二
年
一

⑩
自
川
静
『
中
国
の
神
話
』
（
中
央
公
論
杜
、
一
九
五
七
年
、
の
ち
一
九
八
○
年
、
中
公
文
庫
と
し
て
刊
行
）

⑪
御
手
洗
勝
『
古
代
中
国
の
神
々
』
（
創
文
杜
、
一
九
八
四
年
、
初
出
は
「
黄
帝
伝
説
に
つ
い
て
」
『
広
島
大
学
文
学
都
紀
要
』
二
七
巻
一
号
、
一
九
六
七
年
）

⑫
何
新
『
諸
神
的
起
源
』
第
十
章
「
火
神
炎
帝
与
琢
鹿
之
戦
」
（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
八
六
年
）

⑬
陳
天
水
『
中
国
古
代
神
話
』
（
上
海
古
籍
出
版
杜
、
中
国
古
典
文
学
基
本
知
識
叢
書
、
一
九
八
八
年
）

⑭
劉
域
准
『
中
国
上
古
神
話
』
（
上
海
文
芸
出
版
杜
、
一
九
八
八
年
）

⑮
馬
清
福
主
編
　
『
秦
漢
神
異
』
「
帝
檎
螢
尤
」
所
収
一
遼
寧
大
学
出
版
杜
、
白
話
古
代
志
怪
故
事
研
究
叢
書
、
一
九
九
」
年
一

⑯
張
振
利
牛
『
中
原
古
典
神
話
流
変
論
考
』
所
収
「
黄
帝
神
話
的
伝
説
和
歴
史
化
」
一
上
海
文
芸
出
版
杜
、
一
九
九
一
年
）

⑰
徐
顕
之
『
山
海
経
探
原
』
一
武
漢
出
版
杜
、
一
九
九
一
年
一

⑱
王
孝
廉
『
中
国
的
神
話
世
界
』
一
作
家
出
版
杜
、
一
九
九
一
年
一

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
諸

点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
、
こ
の
神
話
の
原
初
的
形
態
や

意
味
を
探
求
せ
ん
と
す
る
作
業
が
、
既
に
か
な
り
の
合
理
化
・
人
間
化
を
経
た
と
さ

れ
る
諸
資
料
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
1
の
如
く
、

そ
の
諸
見
解
は
、
多
種
多
様
で
各
々
に
興
味
探
い
と
評
価
し
得
る
反
面
、
全
資
料
を

整
合
的
に
解
釈
し
得
る
に
は
至
ら
ず
、
互
い
に
決
め
手
を
欠
い
た
ま
ま
乱
立
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
第
二
は
、
黄
帝
一
董
尤
の
戦
い
が
主
と
し
て
黄
帝
神
話
解
明

の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
結
果
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
黄
帝
の
側
に
力
点
が

置
か
れ
、
董
尤
へ
の
注
目
が
今
一
つ
疎
略
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
第
三
に
、

量
尤
が
軍
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
事
実
に
言
及
し
な
が
ら
、
資
料
と
し
て
、
肝
心
の
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軍
事
思
想
関
係
の
文
献
を
取
り
上
げ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
資
料
上
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

き
な
間
題
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
は
第
四
に
、
董
尤
の
側
に
注
目
。
す
る
際
、

螢
尤
「
作
兵
」
伝
説
を
前
提
と
し
て
、
董
尤
を
、
兵
乱
を
興
し
黄
帝
に
敵
対
し
た
悪

者
と
捉
え
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
量
尤
作
兵
伝
説
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
前
提
と
し
な
い
立
場
、
或
い
は
そ
の
作
兵
伝
説
を
明
確
に
否

定
す
る
立
場
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
黄
帝
・
螢
尤
の
原
初
的
形
態
を
復
元
せ
ん
と
す
る
作
業
は
、
旧
来
の
諸
．

資
料
に
依
る
限
り
、
依
然
と
し
て
や
や
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
も
の
の
、
他

方
、
諸
文
献
、
特
に
軍
事
関
係
文
献
を
手
掛
か
り
と
し
た
軍
事
思
想
史
上
に
於
け
る

軍
神
・
量
尤
像
の
諸
相
や
そ
の
展
開
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
追
究
が
逆
に
、
従
来
の
神
話
研
究
に
新
た

な
知
見
を
加
え
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
中
国
古
代
に
於
け
る
軍
事
思
想
の
展
開
と
い
う
、
こ
れ
ま

で
の
神
話
研
究
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
視
点
か
ら
、
こ
の
黄
帝
と
螢
尤

と
に
注
目
し
、
特
に
軍
事
思
想
の
展
開
と
螢
尤
像
の
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察

を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
の
内
、
董
尤
に
関
す
る
神
話
伝
説
を
分
析

整
理
し
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た
い
。

『
山
海
経
』
『
龍
魚
河
図
』
『
史
記
』
の
董
尤
像

　
本
章
で
は
先
ず
、
黄
帝
・
螢
尤
の
戦
い
に
関
す
る
最
も
代
表
的
な
資
料
と
し
て
、

『
山
海
経
』
『
龍
魚
河
図
』
『
史
記
』
の
三
者
を
挙
げ
て
比
較
し
、
関
係
資
料
を
分
析

す
る
際
α
有
効
な
観
点
は
何
か
、
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
以
下
に
関
係
都
分

軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
1
（
1
）

一
湯
浅
）
．

を
各
々
原
文
・
書
き
下
し
文
の
順
に
掲
げ
る
。

①
有
係
昆
之
山
者
、
有
共
工
之
豪
。
射
老
不
敢
北
郷
。
有
人
衣
青
衣
、
名
目
黄

　
帝
女
魅
。
螢
尤
作
兵
伐
黄
帝
。
黄
帝
乃
令
鷹
龍
攻
之
糞
州
之
野
。
藤
龍
畜
水
、

　
量
尤
請
風
伯
・
雨
師
、
縦
大
風
雨
。
黄
帝
乃
下
天
女
日
魅
、
雨
止
。
遂
殺
量

　
尤
。
魅
不
得
復
上
、
所
居
不
雨
。
叔
均
言
之
帝
、
菱
置
之
赤
水
之
北
。
叔
均

　
乃
爲
田
祖
。
魅
時
亡
之
、
所
欲
逐
之
老
、
令
日
、
神
北
行
。
先
除
水
道
、
決

　
通
溝
漬
。

　
　
係
昆
の
山
な
る
老
有
り
、
共
工
の
台
有
り
川
射
る
者
敢
て
北
郷
せ
ず
。
人

　
有
り
青
衣
を
衣
る
。
名
づ
け
て
日
く
黄
帝
女
魅
と
。
量
尤
兵
を
作
り
て
黄
帝

　
を
伐
つ
。
黄
帝
乃
ち
応
龍
を
し
て
之
を
糞
州
の
野
に
攻
め
し
む
。
応
龍
水
を

　
畜
へ
、
螢
尤
風
伯
・
雨
師
に
請
ひ
、
大
風
雨
を
縦
に
す
。
黄
帝
乃
ち
天
女
の

　
魅
と
日
ふ
を
下
す
。
雨
止
み
、
遂
に
螢
尤
を
殺
す
。
魅
復
た
上
る
を
得
ず
、

　
居
る
所
雨
ふ
ら
ず
。
叔
均
之
を
帝
に
言
ひ
、
後
に
之
を
赤
水
の
北
に
置
く
。

　
叔
均
乃
ち
田
祖
と
為
る
。
魅
時
に
之
よ
り
亡
ぐ
。
之
を
逐
は
ん
と
欲
す
る
所

　
の
者
は
、
令
し
て
目
く
、
神
北
行
せ
よ
と
。
先
づ
水
道
を
除
き
、
溝
漬
を
決

　
通
す
。
（
『
山
海
経
』
大
荒
北
経
）

②
龍
魚
河
圏
目
、
黄
帝
舞
政
前
、
有
螢
尤
、
兄
弟
八
十
一
人
、
並
獣
身
人
語
、

　
銅
頭
鐵
額
、
食
沙
石
子
。
造
立
兵
杖
・
刀
・
戟
・
大
弩
、
威
振
天
下
、
謙
殺

　
無
道
、
不
仁
不
慈
。
万
民
欲
令
黄
帝
行
天
子
事
、
黄
帝
仁
義
不
能
禁
止
螢
尤
、

　
遂
不
敵
。
乃
仰
天
而
歎
、
天
遣
玄
女
下
、
授
黄
帝
丘
ハ
信
神
符
。
制
伏
董
尤
、

　
以
制
八
方
。
螢
尤
没
後
、
天
下
復
擾
勧
不
寧
。
黄
帝
遂
書
量
尤
形
象
、
以
威

　
天
下
、
天
下
威
謂
螢
尤
不
死
、
八
方
万
邦
皆
爲
珍
伏
。

－1
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表
望

　
　
　
　
軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
螢
尤
像
－
一
－
一
一
湯
浅
）

、
龍
魚
河
図
に
日
く
、
黄
帝
政
を
摂
る
前
、
螢
尤
有
り
、
兄
弟
八
十
一
人
、
並

　
び
に
獣
身
人
語
、
銅
頭
鉄
額
、
沙
石
子
を
食
ら
ふ
。
兵
杖
・
刀
・
戟
・
大
弩

　
を
造
立
し
、
威
天
下
に
振
ひ
、
無
道
を
謙
殺
す
る
も
、
不
仁
不
慈
。
万
民
黄

　
帝
を
し
て
天
子
の
事
を
行
は
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
黄
帝
仁
義
あ
り
て
螢
尤

　
を
禁
止
す
る
能
は
ず
、
遂
に
敵
せ
ず
。
乃
ち
天
を
仰
ぎ
て
歎
ず
る
に
、
天
玄

　
女
を
し
て
下
ら
し
め
、
黄
帝
に
兵
信
神
符
を
授
く
。
螢
尤
を
制
伏
し
、
以
て

　
八
方
を
制
す
。
螢
尤
没
す
る
の
後
、
天
下
復
び
擾
乱
し
て
寧
か
ら
ず
。
黄
帝

　
遂
に
董
尤
の
形
象
を
画
き
て
、
以
て
天
下
を
威
し
、
天
下
威
螢
尤
死
せ
ず
と

　
謂
ひ
、
八
方
万
邦
皆
為
に
珍
伏
か
。
一
『
太
平
御
覧
』
巻
七
十
九
引
く
『
龍
魚
河
図
』
）

③
軒
嬢
之
時
、
神
農
氏
世
衰
。
諸
侯
相
侵
伐
、
暴
虐
百
姓
、
而
神
農
氏
弗
能
征
。

　
於
是
軒
嬢
乃
習
用
干
文
、
以
征
不
享
、
諸
侯
成
来
賓
從
。
而
螢
尤
最
爲
暴
、

、
莫
能
伐
。
．
炎
帝
欲
侵
陵
諸
侯
、
諸
侯
成
婦
軒
轄
。
軒
嬢
乃
修
徳
振
兵
、
治

、
五
率
薮
五
箪
驚
弔
度
四
方
、
教
麗
覇
驚
、
以
與
炎
帝
戦

　
於
阪
乱
之
野
。
三
戦
、
然
後
得
其
志
。
螢
尤
作
鼠
、
不
用
帝
命
。
於
是
黄

　
帝
乃
徴
獅
諸
侯
、
與
董
尤
戦
於
源
鹿
之
野
、
遂
禽
殺
螢
尤
。
而
諸
侯
威
尊

　
皇
帝
・
董
尤
神
話
の
比
較
（
『
山
海
経
』
『
龍
魚
河
図
』
『
史
記
』
）

　
　
軒
嬢
爲
天
子
、
代
神
農
氏
。
是
爲
黄
帝
。
天
下
有
不
順
者
、
黄
帝
從
而
征

　
　
之
、
平
者
去
之
、
披
山
通
道
、
未
嘗
寧
居
。

　
　
　
軒
嬢
の
時
、
神
農
氏
の
世
衰
ふ
。
諸
侯
相
侵
伐
し
、
百
姓
を
暴
虐
す
る

　
　
も
、
而
し
て
神
農
氏
征
す
る
能
は
ず
。
是
に
於
て
軒
嬢
乃
ち
干
文
を
習
用

　
　
し
、
以
て
不
享
を
征
し
、
諸
侯
威
来
り
て
賓
従
す
。
而
し
て
螢
尤
最
暴
を

　
　
為
し
、
能
く
伐
つ
こ
と
莫
し
。
炎
帝
諸
侯
を
侵
陵
せ
ん
と
欲
し
、
諸
侯
威

　
　
軒
嬢
に
帰
す
。
軒
嬢
乃
ち
徳
を
修
め
兵
を
振
ひ
、
五
気
を
治
め
、
五
種
を

　
、
薮
へ
、
万
民
を
撫
し
、
四
方
を
度
り
、
熊
熊
魏
琳
揮
虎
に
教
へ
、
以
て
炎

　
　
帝
と
阪
泉
の
野
に
戦
ふ
。
三
た
び
戦
ひ
、
然
る
後
に
其
の
志
を
得
。
董
尤

　
　
乱
を
作
し
、
帝
命
を
用
ひ
ず
。
是
に
於
て
黄
帝
乃
ち
師
を
諸
侯
に
徴
し
、

　
　
螢
尤
と
塚
鹿
の
野
に
戦
ひ
、
遂
に
董
尤
を
禽
殺
す
。
而
し
て
儲
侯
威
軒
嬢

　
　
を
尊
び
て
天
子
と
為
し
、
神
農
氏
に
代
ら
し
む
。
是
れ
黄
帝
為
り
。
天
下

　
庶
は
ざ
る
者
有
ら
ば
、
黄
帝
従
り
て
之
を
征
し
、
平
ぐ
れ
ば
之
を
去
り
、

　
　
山
を
披
き
て
道
を
通
じ
、
未
だ
嘗
て
寧
。
居
せ
ず
。
一
『
史
記
』
五
帝
本
紀
）

こ
の
三
者
を
、
そ
の
成
立
状
況
・
成
立
時
期
等
の
問
題
を
一
応
除
外
し
て
比
較
す

項
　
　
目

基
本
的
構
造

神
話
的
要
素

①
『
山
海
－
経
』
大
荒
北
経

地
理
解
説
、
干
魅
起
源
謂
に
包
括
さ
れ
る
。

帝
・
螢
尤
の
戦
い
自
体
が
主
題
で
は
な
い
。

黄

濃
厚
。
天
女
、
応
龍
、
風
伯
、
雨
師
な
ど
が
登

場
。
そ
の
戦
い
も
風
雨
・
干
魅
に
よ
っ
て
勝
敗

が
決
す
る
。

②
『
龍
鮒
河
図
』

黄
帝
に
よ
る
中
国
統
一
を
齋
し
た
重
大
事
件
。

帝
・
董
尤
が
拮
抗
関
係
に
あ
る
。

黄

董
尤
の
側
に
濃
厚
。
し
か
し
、

れ
、
両
者
の
戦
い
も
合
理
化
・

る
。

黄
帝
は
人
間
化
さ

歴
史
化
さ
れ
て
い

③
『
史
記
』
五
帝
本
紀

神
農
か
ら
黄
帝
に
至
る
古
代
聖
王
の
中
国
杜
会
統
一

の
過
程
の
一
つ
。
黄
帝
・
董
尤
の
戦
の
前
に
、
炎
帝

・
黄
帝
の
戦
あ
り
。

稀
薄
。
黄
帝
・
炎
帝
・
螢
尤
と
も
人
間
と
し
て
描
か

れ
、
て
の
戦
い
も
政
治
的
。



思
想
的
特
色

天
。
人
関
係

戦
争
の
場
所

と
戦
武
乱
力
の
行
原
使
因

董
尤
像

黄
帝
像

で
勝
密
き
利
接
ず
す
◎
’
る
黄
干
も
帝
魅
’
が
の
女
天
起
魅
よ
源
は
り
と
再
女
な
び
魅
る
昇
を
。
天
下
　
す
し
　
る
て
　
こ
螢
．
　
と
尤
　
が
に

翼
州
の
野
o

確
得
量
◎
た
尤
　
風
が
　
雨
兵
　
に
乱
　
よ
を
　
る
興
　
戦
す
　
い
O
　
◎
風
　
武
伯
　
器
・
　
の
雨
　
使
師
　
用
の
　
は
助
　
不
力
　
明
を

女
や
風
魑
雨
雨
に
師
水
風
の
に
雨
助
関
・
を
力
す
止
を
る
め
得
神
ら
て
的
れ
黄
性
遂
帝
格
に
を
。
敗
苦
作
死
し
兵
す
め
者
る
る
◎
。
．
が
風
　
’
伯

女
人
魅
間
を
か
天
神
よ
か
り
明
遣
確
わ
で
す
は
○
な
　
い
　
が
　
、
　
応
　
龍
　
を
　
使
　
い

儒
家
の
「
仁
義
」
。
「
天
」
の
思
想

人
は
密
に
玄
接
対
女
◎
す
を
董
る
派
尤
天
遣
に
の
し
苦
優
て
戦
位
黄
す
が
帝
る
顕
に
黄
著
兵
帝
。
信
は
　
神
天
　
符
を
　
を
仰
　
授
ぎ
　
与
’
　
◎
天

未
詳
O

く
天
董
勝
（
尤
利
玄
が
○
女
武
　
）
器
　
か
を
　
ら
創
　
授
始
　
か
し
　
つ
　
、
　
た
天
　
兵
下
　
信
を
　
神
威
　
符
圧
　
に
O
　
よ
黄
　
り
帝
　
漸
は

威
黄
創
半
r
圧
帝
造
獣
獣
◎
に
者
半
身
．
軍
謙
。
人
人
神
殺
不
的
語
と
さ
仁
性
’
し
れ
不
格
銅
て
る
慈
O
頭
畏
O
O
兄
鉄
怖
死
万
弟
額
畏
後
民
が
’
敬
そ
の
八
食
の
の
支
十
沙
対
形
持
一
石
象
象
を
人
子
と
が
得
o
L
な
天
ら
武
と
る
下
れ
器
い
◎
を
ず
の
う

を
り
人
仰
天
問
ぎ
子
杜
’
の
会
天
位
の
の
に
帝
助
就
王
力
く
◎
を
◎
仁
得
初
義
る
め
の
◎
量
心
　
尤
O
　
に
民
　
敗
の
　
北
推
　
し
挙
　
て
に
　
天
よ

思
r
想
治
。
五
．
雇
魯
督
コ
と
碧
㌧
督
嘉
と
誘
㌧
墨
蕃
○
罵
　
’
㌣
　
五
　
行

配
天
者
人
が
の
r
直
天
接
子
的
L
関
と
係
称
は
さ
見
れ
ら
る
れ
◎
ず
　
○
　
人
　
間
　
世
　
界
　
の
　
支

琢
．
鹿
の
野
O

徴
て
お
か
戦
暴
兵
い
り
は
争
虐
。
る
’
不
の
の
　
○
ま
明
開
諸
　
董
た
O
始
侯
　
尤
’
神
や
董
　
と
黄
農
武
尤
　
の
帝
の
器
が
　
戦
も
時
の
黄
　
い
干
代
創
帝
　
に
文
か
始
の
　
際
を
ら
が
命
　
し
習
諸
董
に
　
て
用
侯
尤
従
　
は
し
は
に
わ
　
’
r
相
よ
な
　
諸
振
侵
る
か
　
侯
兵
伐
か
つ
　
か
L
し
ど
た
　
ら
し
て
う
O

れ
暴
る
虐
◎
の
黄
諸
帝
侯
伝
O
説
兵
の
乱
脇
を
役
興
的
し
存
黄
在
帝
○
に
　
従
　
わ
　
ず
　
諌
　
殺
　
さ

征
に
人
服
奔
間
し
走
杜
’
し
会
推
た
の
さ
帝
形
れ
王
成
て
O
（
天
自
諸
子
ら
制
と
武
度
な
力
の
る
を
整
◎
行
備
　
使
や
　
し
民
　
て
の
　
諸
教
　
侯
化
　
を
）

121

軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
な
戦
争
論
の
展
開
と
董
尤
象
1
べ
1
）

（
湯
浅
）
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軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
董
尤
像
1
（
1
）

一
湯
浅
）

れ
ば
表
2
の
如
く
に
な
る
。
先
ず
三
者
の
大
き
な
相
違
占
川
と
し
て
は
、
『
山
海
経
』
．

で
は
濃
厚
で
あ
る
神
話
的
要
素
が
、
『
龍
魚
河
図
』
で
は
螢
尤
の
側
の
み
に
限
定
さ

れ
、
『
史
記
』
で
は
ほ
と
ん
ど
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
表
2
の
如
く
、
三
者
の
描
く
黄
帝
像
・
董
尤
像
に
も
、
ま
た
戦
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

の
原
因
と
武
力
行
使
の
状
況
に
む
ほ
ぼ
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
天

人
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
『
山
海
経
』
『
龍
魚
河
図
』
で
は
密
接
な
相
互
関
係
が
認
め

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
史
記
』
で
は
直
接
的
関
係
が
認
め
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
、

気
の
思
想
、
五
行
思
想
、
儒
家
的
思
想
等
を
看
取
し
得
る
な
ど
、
神
話
的
要
素
の
減

退
と
入
れ
代
わ
り
に
合
理
化
人
間
化
が
増
進
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
で
あ
る
。
但

し
そ
れ
は
、
三
つ
の
文
献
の
資
料
的
性
格
や
成
立
時
期
が
異
な
る
以
上
、
当
然
の
現

象
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
三
老
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
越
え
て
な
お
共
通
す
る

点
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
董
尤
が
「
作
兵
」
し
て
黄
帝
に
戦
い
を
挑
み
、
遂
に
は

黄
帝
に
謙
殺
さ
れ
た
と
い
う
点
、
螢
尤
は
最
終
的
に
は
黄
帝
に
敗
退
す
る
も
の
の
、

身
分
・
力
量
と
も
黄
帝
に
匹
敵
し
得
る
存
在
（
『
龍
魚
河
図
』
や
『
史
記
』
で
は
諸

侯
な
ど
高
位
の
為
政
老
）
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
個
々
の
文
献

上
の
相
違
を
越
え
た
基
本
的
構
造
に
関
わ
る
共
通
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
従
っ
て
、
黄
帝
・
董
尤
の
戦
い
に
関
す
る
諸
資
料
を
比
較
検
討
す
る
際
、
あ
る
程

度
の
共
通
項
を
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
、
個
々
の
資
料
の
特
質
を
見
出
だ
す
有
力
な

手
段
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
董
尤
「
作
兵
」
と
螢
尤
の
地
位
と
い
う
二
点
は
、

そ
の
最
も
有
効
な
観
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の

二
つ
の
観
点
を
手
掛
か
り
に
、
関
係
資
料
を
分
析
し
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
童
尤
と

「
作
兵
」

　
多
く
の
神
話
伝
説
は
、
螢
尤
を
「
作
兵
」
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
章
で
は
先

ず
、
こ
の
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
に
注
目
し
つ
つ
、
関
係
資
料
を
表
3
に
ま
と

め
な
が
ら
分
析
し
て
み
る
。

表
3
　
董
尤
「
作
兵
」

に
つ
い
て

（
2
）
（
1
）
兵
兵
器
乱
を
を
作
興
る
す
l
l
　
1
1
造
興
兵
乱

「
作
兵
L
と
そ
の
真
偽④

③
　
②
　
　
①
龍
炎
起
秦
赤
龍
有
魚
帝
’
始
水
畜
係
河
氏
三
皇
之
水
昆
圖
衰
十
之
北
’
之
日
’
年
時
O
董
山
’
量
之
’
叔
尤
老
黄
尤
間
十
均
請
’
帝
惟
’
五
乃
風
有
掻
始
兵
年
爲
伯
共
政
作
相
彗
田
・
工
前
筒
L
騎
星
祖
雨
之
’
’
籍
四
。
師
豪
有
赫
’
見
魅
’
。
董
其
不
’
時
縦
射
尤
火
可
久
亡
大
者
’
燥
勝
者
之
風
不
兄
’
敷
八
’
雨
敢
弟
以
。
十
所
。
北
八
逐
自
目
欲
黄
郷
十
帝
董
’
逐
帝
。
一
’
尤
長
之
乃
有
へ
帝
以
或
者
下
人
　
弗
来
寛
’
天
衣
並
能
’
天
令
女
青
獣
征
未
O
目
目
衣
身
◎
営
其
’
魅
・
ム
q
暑
後
神
・
名
璋
路
斯
秦
北
雨
日
　
史
也
遂
行
止
黄
銅
』
・
以
・
・
帝
頭
後
q
兵
先
遂
女
鐵
紀
史
滅
除
殺
魅
箪
五
記
六
水
董
◎
食
㌫
手
郎
実
沙
帝
官
丼
決
魅
作
石
紀
書
中
通
不
兵
千
一
一
国
溝
得
筏
　
　
　
’
漬
復
黄
造
　
外
．
・
上
帝
立
丘
　
　
撰
q
’
。
ハ
　
　
四
山
所
黄
杖
　
夷
海
居
帝
　
　
　
’
経
不
乃
刀
　
死
』
雨
令
　
　
　
人
大
。
鷹
戟
　
如
荒
叔
龍
　
　
　
筒
L
北
均
攻
大
　
　
　
麻
経
言
之
弩
、
　
　
’
）
之
糞
　
　
　
因
　
帝
州
威
　
　
　
以
　
　
’
之
振
天
　
張
後
野
　
　
　
楚
　
置
◎
下
。
　
　
並
　
之
麿

資
料
（
出
典
）
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（
5
）
「
作
兵
L
説
を
否
定

　
（
4
を
r
』
鍵
亘
喜
佳
ず
じ
　
説

（
3
）
刑
罰
を
作
る
l
1
作
刑

　
⑯
⑮
（
公
人
天
旦
旦
誰
莞
業
用
住
佳
丘
ハ
ノ
さ
盆
與
璽
。
螢
　
子
尤
　
目
非
　
’
作
　
否
兵
　
○
也
　
董
’
　
尤
利
　
’
其
　
庶
械
　
人
集
　
之
O
　
貧
q
　
者
呂
　
也
氏
　
○
春
　
及
秋
　
利
』
　
無
蕩
　
義
兵
　
’
篇
　
不
）
　
顧
　
蕨
　
親
　
、
　
以
　
喪
　
豚
　
身
　
○
　
董
　
尤
　
憎
　
欲
　
而
　
無
　
厭
　
老
　
也
　
○
　
何
　
器
　
之
　
能
　
作
　
◎

⑭
　
　
　
⑬
　
⑫
三
（
以
最
軒
伐
蘇
白
『
盟
爲
轄
崇
秦
嚢
轟
零
畢
毒
よ
韓
1
1
1
1
1
1
1
、
　
野
帝
衰
桓
恵
五
　
ご
欲
O
任
王
帝
轟
侵
諸
戦
目
行
　
’
陵
侯
而
・
華
　
然
諸
相
伯
≡
丘
　
後
侯
侵
天
：
ハ
　
得
’
伐
下
昔
由
其
諸
・
・
者
是
志
侯
暴
由
神
興
　
。
成
虐
此
農
所
螢
婦
百
観
伐
謂
　
尤
軒
祥
之
補
大
作
車
衰
　
’
挙
刑
筒
L
◎
而
悪
用
　
　
’
軒
神
有
黄
甲
不
嬢
農
不
帝
丘
　
用
乃
氏
戦
伐
／
、
　
帝
修
弗
者
琢
而
　
命
徳
能
乎
鹿
陳
　
。
振
征
◎
而
諸
　
於
兵
◎
q
禽
原
　
是
’
於
戦
螢
野
　
黄
治
是
国
尤
’
　
帝
五
軒
策
’
於
　
乃
氣
轄
』
尭
是
　
徴
’
乃
秦
伐
有
　
師
裁
習
策
駿
補
　
諸
五
用
一
兜
遂
　
侯
種
干
）
’
之
　
’
’
文
　
舜
戦
　
與
撫
’
　
伐
’
　
董
萬
以
　
三
阪
　
尤
民
征
　
苗
泉
　
戦
’
不
　
’
之
　
於
度
享
　
萬
師
　
添
四
’
　
伐
。
　
鹿
方
諸
　
共
q
　
之
’
侯
　
工
通
　
野
教
成
　
’
典
　
’
熊
来
　
湯
』
　
遂
熊
賓
　
伐
丘
二
　
禽
魏
從
　
有
、
　
殺
琳
O
　
夏
丘
　
螢
獺
而
　
’
序
尤
虎
董
文
）
　
O
’
尤
　
王

　
⑪
⑩
⑨
　
　
⑧
二
甫
案
夫
遇
法
1
王
暴
刑
前
穆
絶
’
日
醤
呉
持
麦
蔓
嚢
｛
董
壌
㍑
毒
筆
嘉
　
告
量
霞
L
在
髪
’
　
無
尤
終
下
始
董
　
事
・
治
（
淫
尤
芙
妄
ヲ
；
軍
霜
篭
　
帝
甚
知
昌
耳
u
作
些
葦
器
量
轟
差
　
螢
尤
’
　
越
及
　
尤
之
才
　
璽
干
　
之
民
妙
　
麗
平
　
民
’
於
型
民
　
被
緬
後
　
　
’
　
冤
緬
’
丼
岡
　
’
紛
前
　
制
不
　
芽
紛
任
　
岡
憲
　
告
’
螢
　
差
賊
　
無
亡
尤
有
　
罪
秦
之
壁
島
　
子
之
刑
　
　
義
　
上
路
’
　
天
’
後
　
：
姦
　
也
赤
用
庶
先
　
・
衣
甫
致
　
以
些
侯
墓
毒
　
竃
員
書
最
琴
　
之
當
也
事
・
矯
　
叫
時
・
干
慶
　
・
天
q
キ
・
　
不
下
論
　
．
苗
　
能
未
衡
　
　
民
　
致
必
』
　
二
弗
　
霜
常
非
　
主
用
　
・
寒
韓
重
霊
　
郷
也
）
　
展
’
　
術
・
　
衿
制
　
之
弓
　
庶
以
　
言
論
　
薮
刑
　
・
衡
　
之
・
震
妄
奉
搾
奄
琶
聾
童
　
　
　
　
威
刑
　
　
　
　
・
日

⑦
⑥
　
　
⑤
螢
螢
十
以
黄
（
1
1
1
1
1
1
1
葎
嚢
春
“
章
1
1
1
1
1
1
箏
1
1
1
1
1
1
1
）
引
O
出
乎
　
成
q
水
．
O
　
玄
管
’
三
　
英
子
金
：
　
疏
』
從
修
　
）
地
之
教
　
数
’
十
　
）
螢
年
　
　
尤
’
　
　
受
而
　
　
而
葛
　
　
制
盧
　
　
之
之
　
　
　
’
山
　
　
以
’
　
　
爲
頚
　
　
薙
而
　
　
狐
出
　
　
之
水
　
　
戟
’
　
　
萬
金
　
　
文
從
　
　
　
。
之
　
　
是
’
　
　
歳
螢
　
　
相
尤
　
　
兼
受
　
　
者
而
　
　
　
’
制
　
　
諸
之
　
　
侯
’

軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－

（
1
）
（
湯
浅
）
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軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
螢
尤
像
－
（
1
）
（
湯
浅
）

　
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
は
、
お
お
よ
そ
五
種
に
分
類
し
得
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
第
一
は
、
「
兵
」
を
兵
乱
、
第
二
は
、
「
兵
」
を
兵
器
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
但

し
、
資
料
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
両
者
を
判
然
と
分
か
ち
難
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
以

下
で
は
、
こ
の
第
一
・
第
二
の
例
を
一
括
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
先
ず
、
既
に
取
り
上
げ
た
『
山
海
経
』
大
荒
北
経
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

（
4
）
，

る
。　

　
　
董
尤
作
兵
し
て
黄
帝
を
伐
つ
。
黄
帝
乃
ち
応
龍
を
し
て
之
を
翼
州
の
野
に
攻

　
　
　
め
し
む
。
応
龍
水
を
畜
へ
、
董
尤
風
伯
・
雨
師
に
請
ひ
、
大
風
雨
を
縦
に
す
。

　
　
　
黄
帝
乃
ち
天
女
の
魅
と
目
ふ
を
下
す
。
雨
止
み
、
遂
に
董
尤
を
殺
す
。
（
『
山

　
　
　
海
経
』
大
荒
北
経
、
表
3
①
）

　
即
ち
、
螢
尤
が
「
作
兵
」
し
た
の
で
黄
帝
は
応
龍
に
命
じ
て
攻
め
さ
せ
た
。
量
尤

は
風
伯
・
雨
師
の
力
を
借
り
て
大
風
雨
を
齋
し
た
。
黄
帝
は
天
女
魅
を
降
し
て
遂
に

螢
尤
を
殺
し
た
。
魅
は
天
上
に
帰
れ
な
く
な
り
干
魅
の
原
因
と
な
っ
た
、
と
い
う
。

　
こ
こ
で
の
「
兵
」
は
兵
乱
あ
る
い
は
兵
器
、
い
ず
れ
に
も
解
釈
し
得
る
可
能
性
を

持
つ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
螢
尤
が
黄
帝
に
対
し
て
戦
争
を
仕

掛
け
た
の
で
あ
り
、
黄
帝
は
そ
の
悪
者
を
謙
伐
し
た
と
い
う
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
次
に
、
『
史
記
』
天
官
書
に
は
、
以
下
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
秦
始
皇
の
時
、
十
五
年
に
し
て
彗
星
四
た
び
見
は
る
。
久
し
き
者
八
十
日
、

　
　
　
長
き
も
の
或
は
天
に
寛
す
。
其
の
後
秦
遂
に
兵
を
以
て
六
王
を
減
し
、
中
国

　
　
　
を
丼
せ
、
外
四
夷
を
撰
ふ
。
死
人
乱
麻
の
如
し
。
因
り
て
以
て
張
楚
並
び
に

　
　
　
起
ち
、
三
十
年
の
間
、
兵
相
騎
籍
し
、
勝
へ
て
数
ふ
可
か
ら
ず
。
董
尤
自
り

　
　
以
来
、
未
だ
嘗
て
斯
く
の
若
き
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
史
記
』
天
官
書
、

　
　
表
3
②
）

こ
こ
で
董
尤
は
、
秦
及
び
秦
減
亡
時
に
於
け
る
暴
虐
や
争
乱
と
一
括
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
場
合
の
「
兵
」
は
明
ら
か
に
兵
乱
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
、
こ
れ
は
飽

く
ま
で
秦
の
「
兵
」
に
つ
い
て
論
評
し
た
も
の
で
あ
り
、
董
尤
の
「
作
兵
」
自
体
に

言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
董
尤
は
暴
虐
を
働
い
た
悪

者
と
意
識
さ
れ
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
ま
た
、
『
路
史
』
後
紀
五
・
黄
帝
紀
の
記
載
も
、
明
ら
か
に
「
作
乱
」
と
す
る
立

場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
炎
帝
氏
衰
へ
、
董
尤
惟
れ
始
め
て
乱
を
作
し
、
其
の
火

燥
を
赫
し
て
、
以
て
帝
を
逐
ひ
、
帝
征
す
る
能
は
ず
」
（
表
3
③
）
と
、
螢
尤
の
行

為
が
帝
に
対
す
る
初
の
「
作
乱
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

　
次
に
、
『
龍
魚
河
図
』
は
、
こ
の
「
兵
」
を
明
ら
か
に
兵
器
と
す
る
立
場
の
資
料

で
あ
る
。

　
　
　
龍
魚
河
図
に
目
く
、
黄
帝
政
を
摂
る
前
、
螢
尤
有
り
、
兄
弟
八
十
一
人
、
並

　
　
　
び
に
獣
身
人
語
、
銅
頭
鉄
額
、
沙
石
子
を
食
ら
ふ
。
兵
杖
・
刀
・
戟
・
大
弩

　
　
　
を
造
立
し
、
威
天
下
に
振
ひ
、
無
道
を
諌
殺
す
る
も
、
不
仁
不
慈
。
万
民
黄

　
　
　
帝
を
し
て
天
子
の
事
を
行
は
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
黄
帝
仁
義
あ
り
て
螢
尤

　
　
　
を
禁
止
す
る
能
は
ず
、
遂
に
敵
せ
ず
。
乃
ち
天
を
仰
ぎ
て
歎
ず
る
に
、
天
玄

　
　
　
女
を
遣
は
し
、
黄
帝
に
兵
信
神
符
を
授
く
。
董
尤
を
制
伏
し
、
以
て
八
方
を

　
　
　
制
す
。
一
『
太
平
御
覧
』
巻
七
十
九
引
『
龍
魚
河
図
』
、
表
3
④
）

　
右
の
如
く
、
螢
尤
は
「
兵
杖
・
刀
・
戟
・
大
弩
を
造
立
し
」
て
天
下
を
威
嚇
し
た

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
兵
」
は
明
ら
か
に
兵
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
れ
と
同
様
に
、
螢
尤
と
兵
器
と
の
関
係
を
説
く
資
料
に
、
『
管
子
』
地
数
篇
が

あ
る
。

　
　
　
黄
帝
伯
高
に
問
ひ
て
目
く
、
吾
天
下
を
陶
し
て
以
て
一
家
と
為
さ
ん
と
欲
す
。

　
　
　
之
を
為
す
に
道
有
る
か
。
…
－
・
教
を
修
む
る
こ
と
十
年
に
し
て
、
葛
盧
の
山
、

　
　
　
発
し
て
水
を
出
し
、
金
之
に
従
ふ
。
螢
尤
受
け
て
之
を
制
し
、
以
て
剣
鎧
矛
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戟
を
為
る
。
是
の
歳
相
兼
ぬ
る
老
、

諸
侯
九
。
薙
狐
の
山
、

発
し
て
水
を
出

　
　
　
し
、
金
之
に
従
ふ
。
董
尤
受
け
て
之
を
制
し
、
以
て
薙
狐
の
戟
丙
文
を
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぶ

　
　
　
是
の
歳
相
兼
ぬ
る
者
、
諸
侯
十
二
。
故
に
天
下
の
君
戟
を
頓
く
し
て
一
た
び

　
　
　
怒
れ
ば
、
伏
ロ
ダ
野
に
満
つ
。
此
れ
文
を
見
る
の
本
（
始
）
な
り
。
一
『
管
子
』

　
　
　
地
数
、
表
3
⑤
）

　
こ
こ
で
、
董
尤
が
黄
帝
の
敵
対
者
で
は
な
く
、
黄
帝
の
臣
下
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、

上
記
の
諸
資
料
と
異
な
る
が
、
螢
尤
が
剣
・
鎧
・
矛
・
戟
・
萬
文
の
所
謂
五
兵
の
創

始
者
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
右
の
『
龍
魚
河
図
』
と
類
似
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
荘
子
』
盗
妬
篇
の
董
尤
伝
説
に
つ
い
て
、
成
玄
英
疏
は
、
董
尤
を
「
五

兵
を
（
製
）
造
」
し
た
者
と
し
、
ま
た
郭
慶
藩
集
釈
は
「
始
め
て
兵
を
造
る
者
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

説
い
て
い
る
（
表
3
⑥
⑦
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
右
の
諸
資
料
は
、
「
兵
」
を
兵
乱
と
す
る
か
兵
器
と
す
る
か
、
更

に
ま
た
ど
ち
ら
と
も
解
釈
し
得
る
か
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
董

尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
認
め
る
と
い
う
大
枠
に
於
て
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
の
董
尤
は
、
『
管
子
』
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
戦
争
を
起
こ
し
た
悪
者
と
し

て
黄
帝
に
諌
伐
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
「
作
兵
」
者
の
意
味
の
第
三
と
し
て
、
過
酷
な
刑
罰
を
作
り
用
い
た
者
、
即

ち
作
刑
者
・
用
刑
者
と
す
る
立
場
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
　
　
王
日
く
、
若
れ
古
に
訓
有
り
。
董
尤
惟
れ
始
め
て
乱
を
作
し
、
延
く
平
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
　
及
ぶ
ま
で
、
憲
賊
・
鴎
義
・
姦
充
・
奪
撰
・
矯
慶
せ
ざ
る
岡
し
。
苗
民
霊
を

　
　
　
用
ゐ
ず
し
て
、
制
す
る
に
刑
を
以
て
し
、
惟
れ
五
虐
の
刑
を
作
り
て
法
と
目

　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ

　
　
　
ひ
、
無
事
を
殺
毅
し
て
、
愛
な
始
め
て
淫
い
に
剃
珊
檬
鯨
を
為
す
。
蕊
に
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
　
　
　
　
　
　
っ
み

　
　
　
ん
で
刑
を
麗
（
施
）
き
、
差
岡
き
と
辞
有
る
と
を
丼
せ
制
す
。
…
－
・
庶
毅

　
　
　
あ
ま
ね

　
　
．
方
く
無
事
を
上
に
告
ぐ
。
…
…
皇
帝
庶
薮
の
不
事
を
哀
衿
し
、
虐
に
報
い
る

　
　
　
　
　
　
軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－
一
1
）
一
湯
浅
）

　
　
　
に
威
を
以
て
し
、
苗
民
を
遇
絶
し
て
、
世
々
下
に
在
る
無
か
ら
し
む
。
（
『
尚

　
　
　
書
』
呂
刑
、
表
3
⑧
）

　
こ
の
『
尚
書
』
呂
刑
で
は
、
前
記
の
『
路
史
』
同
様
、
「
螢
尤
惟
れ
始
め
て
乱
を

作
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
分
類
の
第
一
の
意
味
、
即
ち
「
兵
乱
」
と

解
釈
し
得
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
「
惟
れ
五
虐
の
刑
を
作

り
て
法
と
日
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
乱
」
の
実
態
が
、
過
酷
な
刑
罰
を
作

っ
て
無
宰
の
民
を
殺
毅
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
こ
う
し
た
量
尤
像
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
、
他
に
『
論
衡
』
が
あ
る
。
先
ず
、
次

の
非
韓
篇
で
は
、
周
の
穆
王
が
そ
の
統
治
の
初
め
に
用
い
た
刑
罰
の
名
と
し
て
「
董

尤
の
刑
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
夫
れ
穆
王
の
治
、
初
め
乱
れ
て
終
り
治
ま
る
は
、
知
前
に
昏
く
、
才
後
に
妙

　
　
　
な
る
に
非
ざ
る
な
り
。
前
に
董
尤
の
刑
に
任
じ
、
後
に
甫
侯
の
言
を
用
ふ
る

　
　
　
な
り
。
一
『
論
衡
』
非
韓
、
表
3
⑨
）

　
ま
た
、
寒
温
篇
で
は
、
董
尤
は
．
「
亡
秦
」
と
並
列
関
係
に
置
か
れ
、
共
に
過
酷
な

刑
を
用
い
た
者
の
代
表
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
案
ず
る
に
、
前
世
の
刑
を
用
い
る
者
、
螢
尤
・
亡
秦
甚
だ
し
。
螢
尤
の
民
は
、

　
　
　
緬
緬
紛
紛
、
亡
秦
の
路
は
、
赤
衣
比
肩
す
る
も
、
当
時
の
天
下
は
未
だ
必
ず

　
　
　
し
も
常
に
は
寒
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
論
衡
』
寒
温
、
表
3
⑩
）

　
ま
た
、
変
動
篇
で
は
次
の
如
く
、
董
尤
の
民
は
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
無
実
を
上

帝
に
訴
え
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
甫
刑
に
日
く
、
庶
惨
、
無
事
を
天
帝
に
芽
告
す
と
。
此
れ
董
尤
の
民
冤
せ
被

　
　
　
れ
、
無
罪
を
上
天
に
芽
告
す
る
を
言
ふ
な
り
。
衆
民
の
叫
を
以
て
す
ら
、
霜

　
　
　
を
致
す
能
は
ざ
れ
ば
、
郷
術
の
言
、
1
殆
ど
虚
妄
な
り
。
（
『
論
衡
』
変
動
、
表

　
　
　
3
⑪
一
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軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－
一
－
一
（
湯
浅
一

　
こ
れ
ら
の
資
料
が
伝
え
る
量
尤
は
、
先
の
『
尚
書
』
呂
刑
と
同
じ
く
、
過
酷
な
刑

罰
を
用
い
て
民
を
苦
し
め
る
為
政
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
三
つ
の
立
場
は
、
「
作
兵
」
の
具
体
的
内
容
を
「
興
兵
」
一
兵
乱
を

興
す
）
と
す
る
か
、
「
造
兵
」
（
兵
器
を
造
る
）
と
す
る
か
、
「
作
刑
」
（
刑
罰
を
作
る
）

と
す
る
か
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
董
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
認
め
、

ま
た
、
螢
尤
を
、
黄
帝
に
敵
対
し
遂
に
は
謙
殺
さ
れ
る
暴
虐
者
と
す
る
点
に
於
て
概

ね
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
認

め
な
い
立
場
も
存
在
す
る
。
次
に
こ
れ
を
第
四
の
立
場
と
し
て
検
討
す
る
。
資
料
と

し
て
掲
げ
る
の
は
、
先
ず
『
戦
国
策
』
秦
策
で
あ
る
。

　
　
　
蘇
秦
始
め
将
に
連
横
せ
ん
と
し
、
秦
の
恵
王
に
説
き
て
日
く
、
…
…
昔
者
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
と
う

　
　
　
農
は
補
遂
を
伐
ち
、
黄
帝
は
琢
鹿
に
伐
ち
て
螢
尤
を
禽
に
し
、
尭
は
駿
兜
を

　
　
　
伐
ち
、
舜
は
三
苗
を
伐
ち
、
萬
は
共
工
を
伐
ち
、
湯
は
有
夏
を
伐
ち
、
文
王

　
　
　
は
崇
を
伐
ち
、
武
王
は
紺
を
伐
ち
、
斉
桓
戦
に
任
じ
て
天
下
に
伯
た
り
。
此

　
　
　
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
悪
ん
ぞ
戦
は
ざ
る
者
有
ら
ん
や
。
（
『
戦
国
策
』
秦

　
　
　
策
一
、
表
3
⑫
）

　
右
の
如
く
、
量
尤
は
、
神
農
に
討
た
れ
た
補
遂
、
尭
に
討
た
れ
た
駿
兜
、
舜
に
討

た
れ
た
三
苗
、
萬
に
討
た
れ
た
共
工
な
ど
と
並
列
関
係
に
置
か
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
ま

た
仮
に
こ
の
記
載
の
順
序
に
従
え
ば
、
神
農
と
補
遂
の
争
い
が
「
作
兵
」
の
起
源
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
黄
帝
と
螢
尤
と
の
戦
い
が
中
国
世
界
を
二
分
す
る
初

の
大
戦
で
あ
り
、
し
か
も
量
尤
こ
そ
が
「
作
兵
」
者
で
あ
っ
た
と
す
る
前
記
の
諸
資

料
と
は
、
や
や
立
場
を
異
に
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
『
山
海
経
』
大
荒
北
経
と
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
『
史
記
』
五
帝
本
紀
の

記
載
も
、
先
述
の
如
く
、
黄
帝
・
螢
尤
の
戦
い
、
黄
帝
に
よ
る
螢
尤
の
諌
殺
と
い
う

点
で
は
、
基
本
的
に
『
山
海
経
』
と
類
似
す
る
も
の
の
、
表
2
で
比
較
し
た
如
く
、

『
史
記
』
に
は
、
黄
帝
・
炎
帝
・
螢
尤
が
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
藤
龍
・
女

魅
・
風
伯
・
雨
師
が
登
場
せ
ず
、
暴
風
雨
や
干
魅
に
関
す
る
要
素
が
見
え
な
い
な
ど
、

全
体
的
に
合
理
化
・
人
間
化
が
見
え
る
、
な
ど
の
相
違
点
も
存
在
す
る
。

　
更
に
、
『
史
記
』
で
は
、
「
炎
帝
諸
侯
を
侵
陵
せ
ん
と
欲
し
、
諸
侯
威
軒
韓
に
帰
す
。

－
－
以
て
炎
帝
と
阪
泉
の
野
に
戦
ふ
。
三
た
び
戦
ひ
、
然
る
後
に
其
の
志
を
得
。
董

尤
乱
を
作
し
、
帝
命
を
用
ひ
ず
。
是
に
於
て
黄
帝
乃
ち
師
を
諸
侯
に
徴
し
、
螢
尤
と

琢
鹿
の
野
に
戦
ひ
、
遂
に
螢
尤
を
禽
殺
す
」
一
表
3
⑬
）
と
、
黄
帝
・
董
尤
の
戦
い

の
前
に
、
黄
帝
・
炎
帝
の
戦
い
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
確
か
に
董
尤
が
「
作
乱
」

し
た
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
黄
帝
が
「
軒
韓
乃
ち
干
文
を
習
用
し
、

以
て
不
享
を
征
」
し
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
『
山
海
経
』
等
に
於
け
る
董
尤
作
兵
の
立

場
と
や
や
異
な
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
同
様
に
、
董
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
意
識
し
な
い
も
の

と
し
て
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
『
通
典
』
の
記
載
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
三
皇
無
為
に
し
て
、
天
下
以
て
治
ま
る
。
五
帝
教
へ
を
行
ひ
、
兵
是
れ
由
り

　
　
　
興
る
。
所
謂
大
刑
は
甲
兵
を
用
。
ひ
、
而
し
て
諸
を
原
野
に
陳
ね
、
是
に
於
て

　
　
　
補
遂
の
戦
、
阪
泉
の
師
有
り
。
（
『
通
典
』
兵
一
、
兵
序
、
表
3
⑭
）

　
こ
こ
で
は
、
三
皇
の
時
代
に
戦
争
は
な
く
、
戦
争
の
開
始
は
五
帝
の
時
代
か
ら
と

さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
『
戦
国
策
』
や
『
史
記
』
同
様
、
黄
帝
と
螢
尤
と
の
戦
い
が

初
の
大
戦
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
「
阪
泉
の
師
」
即
ち
黄
帝
・
炎
帝
の
戦
い
の
前
に
、

「
補
遂
の
戦
」
即
ち
神
農
の
戦
い
が
あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
資
料
は
、
前
記
の
一
⊥
二
と
は
異
な
り
、
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
そ
れ
ほ

ど
緊
密
に
意
識
し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
最
後
に
第
五
と
し
て
、
董
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
明
確
に
否
定
す
る
立
場
を
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取
り
上
げ
る
。
先
ず
、
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
に
は
、
「
人
日
ノ
＼
量
尤
作
兵
す
と
。

螢
尤
作
兵
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
械
を
利
す
る
の
み
」
（
表
3
⑮
一
と
の
記
載

が
見
え
る
。
即
ち
、
董
尤
作
兵
を
説
く
或
者
に
対
し
て
、
蕩
兵
篇
の
編
者
は
、
董
尤

は
武
器
を
創
造
し
た
の
で
は
な
く
、
既
に
存
在
し
て
い
た
「
械
」
を
よ
り
鋭
利
な
武

器
に
改
造
し
た
だ
げ
だ
と
説
く
。
こ
こ
で
の
「
兵
」
は
武
器
・
兵
乱
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
と
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
の
董
尤
神
話
に
於
て
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
量
尤
作

兵
が
真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
判
明
す
る
。

　
　
ま
た
、
こ
れ
と
類
似
の
立
場
を
示
す
の
が
、
『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
で
あ
る
。

　
　
　
　
公
日
く
、
「
螢
尤
兵
を
作
せ
し
か
」
。
子
日
く
、
「
否
。
董
尤
は
庶
人
の
貧
者

　
　
　
　
な
り
。
利
に
及
ん
で
義
無
・
＼
豚
の
親
を
顧
み
ず
、
豚
の
身
を
喪
ふ
。
董
尤

　
　
　
　
は
悟
慾
に
し
て
厭
く
こ
と
無
き
者
な
り
。
何
の
器
か
之
れ
能
く
作
さ
ん
や
。

　
　
　
　
一
表
3
⑯
）

　
　
用
兵
篇
は
右
の
如
く
、
魯
の
哀
公
と
孔
子
の
問
答
を
記
す
。
哀
公
は
、
螢
尤
が
兵

．
器
を
創
作
し
た
と
の
通
説
に
つ
い
て
質
問
し
、
孔
子
は
そ
れ
に
答
え
て
、
「
何
の
器

か
之
れ
能
く
作
さ
ん
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
も
、
量
尤
に
よ
る
「
作

兵
」
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
以
上
、
種
々
の
螢
尤
関
係
資
料
を
取
り
上
げ
、
「
作
兵
」
に
対
す
る
見
解
の
相
違

を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
多
く
の
量
尤
神
話
伝
説
は
、
そ
の
細
部
の
相
違
を
別
と

す
れ
ば
、
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
を
大
前
提
と
す
る
点
に
於
て
類
似
す
る
。
兵

器
を
創
造
す
る
こ
と
と
兵
乱
を
勃
発
さ
せ
る
こ
と
と
と
は
、
ほ
と
ん
ど
一
連
の
行
為

と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
兵
乱
の
具
体
的
内
容
を
、
峻
厳
な
刑
罰
の
行
使
と
す
る
こ

と
も
、
そ
う
し
た
大
前
提
を
逸
脱
す
る
程
の
相
違
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
う
し
た
前
提
に
必
ず
し
も
立
脚
し
な
い
資
料
も
確
か
に
存
在
し
、
特
に
『
呂

氏
春
秋
』
．
『
大
戴
礼
記
』
の
み
は
、
董
尤
作
兵
を
明
確
に
否
定
す
る
と
い
う
、
一
全
く

　
　
　
　
　
　
　
軍
神
の
変
容
i
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
山
重
尤
像
1
（
1
一
（
湯
浅
）

異
質
な
董
尤
観
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
童
尤
の
地
位

　
次
に
第
二
の
観
点
と
し
て
、
董
尤
の
地
位
・
身
分
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

諸
文
献
の
記
す
董
尤
の
地
位
・
身
分
は
表
4
（
次
頁
）
の
如
く
、
概
ね
四
つ
に
分
類

し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
先
ず
第
一
は
、
螢
尤
を
古
の
天
子
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
『
史
記
』
五
帝
本
紀
集

解
引
く
応
碗
の
説
、
『
荘
子
』
盗
妬
篇
の
『
集
釈
』
引
く
『
漢
書
音
義
』
の
説
な
ど

が
こ
れ
に
相
当
す
る
一
表
4
①
②
）
。
ま
た
、
先
行
研
究
の
内
、
螢
尤
と
炎
帝
と
を

同
一
神
（
人
）
と
見
る
も
の
も
、
こ
の
立
場
に
属
す
る
と
言
え
る
。

　
第
二
は
、
螢
尤
を
、
諸
侯
、
或
い
は
神
農
の
臣
・
末
衣
間
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
先

ず
、
『
史
記
』
五
帝
本
義
の
「
軒
轄
の
時
、
神
農
氏
の
世
衰
ふ
。
諸
侯
相
侵
伐
し
、

百
姓
を
暴
虐
す
る
も
、
而
し
て
神
農
氏
征
す
る
能
は
ず
」
（
表
4
③
）
と
い
う
記
載

に
対
し
て
、
『
索
隠
』
は
「
明
か
に
庶
人
に
非
ず
。
蓋
し
諸
侯
の
号
な
り
」
（
表
4
④
）

と
説
き
、
『
正
義
』
引
く
孔
安
国
は
「
九
黎
の
君
螢
尤
と
号
す
」
（
表
4
⑤
）
と
説
く
。

ま
た
、
『
会
注
考
証
』
も
「
段
本
紀
引
く
湯
諸
に
云
う
、
昔
螢
尤
其
の
大
夫
と
乱
を

百
姓
に
作
す
」
（
表
4
⑥
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
董
尤
を
天
子
・
帝
王
と
は
せ
ず
、

諸
侯
の
位
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
同
様
に
、
『
荘
子
』
盗
妬
篇
の
「
螢
尤
」
に
対
す
る
『
集
釈
』
引
く
疏
は

「
量
尤
は
、
諸
侯
な
り
。
…
…
螢
尤
五
兵
を
造
り
、
黄
帝
と
戦
ふ
。
故
に
流
血
百
里

な
り
」
一
表
4
⑦
）
と
説
き
、
『
集
釈
』
は
「
董
尤
は
、
神
農
の
時
の
諸
侯
、
始
め
て

兵
を
造
る
者
な
り
」
（
表
4
⑧
）
と
す
る
。
ま
た
、
『
戦
国
策
』
秦
策
の
高
誘
注
は
、

「
董
尤
は
、
九
黎
の
民
一
氏
）
の
君
子
一
兵
を
好
む
も
の
）
な
り
」
（
表
4
⑨
）
と
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軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
螢
尤
像
－
一
1
）

（
湯
浅
）

説
き
、
『
太
平
御
覧
』
巻
七
十
二
引
く
『
世
本
』
の
「
董
尤
作
兵
」
に
対
す
る
宋
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

注
は
「
董
尤
は
、
神
農
の
臣
」
（
表
4
⑩
）
と
す
る
。
ま
た
、
『
論
衡
』
寒
温
・
変
動

篇
に
は
、
「
量
尤
の
民
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
（
表
4
⑪
⑫
）
、
こ
れ
も
螢
尤
を
諸

侯
と
し
た
上
で
の
記
述
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
『
逸
周
書
』
嘗
麦
解

や
『
帝
王
世
紀
』
の
記
述
（
表
4
⑬
⑭
）
も
、
螢
尤
を
帝
に
反
逆
し
た
諸
侯
と
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
三
は
、
螢
尤
を
黄
帝
の
臣
・
相
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
管
子
』
五
行
・
地
数

篇
、
『
韓
非
子
』
十
過
篇
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。

　
　
・
昔
黄
帝
螢
尤
を
得
て
天
道
を
明
ら
か
に
し
、
…
…
董
尤
天
道
を
明
ら
か
に
す
。
■

　
　
　
故
に
当
時
為
ら
し
む
。
一
『
管
子
』
五
行
、
表
4
⑮
）

　
　
・
黄
帝
伯
高
に
問
ひ
て
日
く
、
吾
天
下
を
陶
し
て
以
て
一
家
と
為
さ
ん
と
欲
す
。

　
　
　
之
を
為
す
に
道
有
る
か
。
－
…
・
教
を
修
む
る
こ
と
十
年
に
し
て
、
葛
盧
の
山
、

　
　
　
発
し
て
水
を
出
し
、
金
之
に
従
ふ
。
量
尤
受
け
て
之
を
制
し
、
以
て
剣
鎧
矛

　
　
　
戟
を
為
る
。
是
の
歳
相
兼
ぬ
る
者
、
諸
侯
九
。
推
狐
の
山
、
発
し
て
水
を
出

　
　
　
し
、
金
之
に
従
ふ
。
董
尤
受
げ
て
之
を
制
し
、
以
て
薙
狐
の
戟
萬
文
を
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぶ

　
　
　
是
の
歳
相
兼
ぬ
る
者
、
諸
侯
十
二
。
故
に
天
下
の
君
戟
を
頓
く
し
て
一
た
び

　
　
　
怒
れ
ば
、
伏
戸
野
に
満
つ
。
此
れ
文
を
見
る
の
本
h
始
）
な
り
。
（
『
管
子
』

　
　
　
地
数
、
表
4
⑯
）

　
先
ず
、
右
の
『
管
子
』
五
行
篇
で
は
、
量
尤
は
黄
帝
の
臣
下
「
当
時
」
の
官
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
地
数
篇
で
は
、
黄
帝
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
）

武
器
を
製
造
し
た
臣
下
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
黄
帝
の
臣
相
と
し
て
の
螢
尤
像
は
、
こ
の
他
『
韓
非
子
』
十
過
篇
な
ど

に
も
見
え
る
。

　
　
　
平
公
日
く
、
清
角
得
て
聞
く
可
き
か
。
師
暖
目
く
、
不
可
。
昔
者
黄
帝
鬼
神

　
　
　
を
泰
山
の
上
に
合
し
、
象
車
に
駕
し
て
鮫
龍
を
六
に
し
、
畢
方
錯
に
並
び
董

　
　
　
尤
前
に
居
り
、
風
伯
掃
を
進
め
、
雨
師
道
に
溺
ぎ
、
虎
狼
前
に
在
り
、
鬼
神

　
　
　
後
に
在
り
、
騰
蛇
地
に
伏
し
、
鳳
風
上
を
覆
ひ
、
大
い
に
鬼
神
を
合
し
て
、

　
　
　
清
角
を
作
為
す
。
今
主
君
徳
薄
く
、
之
を
聴
く
に
足
ら
ず
。
之
を
聴
か
ば
将

　
　
　
た
敗
有
る
を
恐
る
。
（
『
韓
非
子
』
十
過
、
表
4
⑫
）

　
こ
こ
で
師
噴
は
、
太
古
の
世
に
「
清
角
」
の
楽
を
聴
い
た
黄
帝
の
侍
老
の
一
人
と

し
て
量
尤
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
『
論
衡
』
紀
妖
篇
、

『
准
南
子
』
泰
族
訓
に
も
見
え
る
。

表
4
　
董
尤
の
地
位
に
つ
い
て

地
　
　
位

ω
古
の
天
子

　
（
1
－
炎
帝
）

②
諸
侯
あ
る
い
は

　
神
農
の
臣
・
末
蕎

資
料
一
出
典
）

①
量
尤
、
古
天
子
一
『
史
記
』
五
帝
本
紀
、
『
集
解
』
引
く
応
勧
一

②
漢
書
音
義
云
、
董
尤
、
古
之
天
子
。
一
目
庶
人
貧
者
。
（
『
荘
子
』
盗
妬
篇
、

『
集
釈
』
引
く
）

③
軒
嬢
之
時
、
神
農
氏
世
衰
。
諸
侯
相
侵
伐
、
暴
虐
百
姓
、

④
明
非
庶
人
、
蓋
諸
侯
號
也
。
一
同
、
『
索
隠
』
）

⑤
九
黎
君
號
董
尤
（
同
、
『
正
義
』
引
く
孔
安
国
一

而
神
農
氏
弗
能
征
。
一
『
史
記
』

五
帝
本
紀
一



921

（
4
）
庶
人
の
貧
者

（
3
）
黄
帝
の
臣
相

⑲
　
⑱
一
戴
公
日
礼
目
庶
記
’
人
』
董
貧
用
尤
者
兵
作
◎
篇
兵
（
’
）
阻
＝
『
1
　
　
　
／
、
荘
　
。
子
　
子
』
　
　
日
　
　
、
盗
妬
育
篇
・
　
董
r
　
尤
集
　
　
’
釈
　
庶
ヒ
　
人
　
之
　
貧
　
者
　
也
　
　
◎
　
及
　
利
　
無
　
義
　
　
、
　
不
　
顧
　
豚
　
親
　
　
、
　
以
　
喪
　
蕨
　
身
　
　
○
　
量
　
尤
　
憎
　
欲
　
而
　
無
　
厭
　
者
　
也
　
　
○
　
何
　
器
　
之
　
能
　
作
　
　
◎
　
q
　
大

　
⑰
　
　
⑯
⑮
十
師
平
故
爲
黄
昔
過
溺
公
天
剣
帝
者
’
道
日
下
鎧
問
黄
ほ
’
’
之
矛
於
帝
ぼ
虎
清
君
戟
伯
得
同
狼
角
頓
。
高
螢
様
在
可
戟
是
日
尤
の
前
得
一
歳
’
而
記
’
而
怒
相
吾
明
述
鬼
聞
’
兼
欲
於
が
神
乎
伏
者
陶
天
r
在
O
戸
’
天
道
論
後
師
満
諸
下
’
衡
’
噴
野
侯
’
1
』
騰
日
’
九
而
：
紀
蛇
’
此
O
以
董
妖
伏
不
見
推
爲
尤
篇
地
可
文
狐
一
明
’
’
。
之
之
家
乎
1
1
讐
1
1
　
合
管
出
道
使
1
浄
1
　
爲
上
董
十
子
　
清
・
尤
年
』
　
角
駕
受
・
五
　
八
象
而
而
行
　
1
車
制
葛
一
　
主
而
考
盧
　
君
六
　
之
　
徳
妓
以
山
　
葎
龍
爲
・
　
　
・
薙
護
　
不
畢
狐
而
　
足
方
之
出
　
魏
並
戟
水
　
く
錯
萬
・
　
　
・
考
金
警
笑
是
隻
1
1
1
1
乗
轟
肇
理
　
乏
雨
三
以

軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
1

一
－
一
一
湯
浅
）
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軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－
（
1
一

一
湯
浅
）

　
さ
て
、
右
の
三
つ
の
立
場
は
、
天
子
．
諸
侯
．
臣
相
と
一
そ
の
身
分
に
や
や
相
違

は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
董
尤
を
高
い
地
位
に
あ
る
為
政
者
側
の
存
在
と
し

て
い
る
点
に
そ
の
共
通
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
四
の
立
場
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
既
に
前
章
で
も
検
討

し
た
『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
の
見
解
で
あ
る
一
表
4
⑱
）
。
こ
こ
で
は
、
量
尤
作
兵

の
通
説
に
つ
い
て
質
問
す
る
哀
公
に
対
し
て
、
孔
子
は
、
「
否
。
螢
尤
は
庶
人
の
責

者
な
り
」
と
答
え
て
い
る
。
即
ち
、
量
尤
作
兵
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
量
尤
が

単
な
る
「
庶
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
先
の
三
つ
の
立
場
が
い
ず
れ
も
董
尤
を
高
位
の
為
政
者
と
し
て
い
た
点

と
大
き
く
異
な
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
『
大
戴
礼
記
』
は
、
螢
尤
と
「
作
兵
」
と
の

関
係
の
み
な
ら
ず
、
量
尤
の
地
位
・
身
分
に
つ
い
て
も
、
通
説
と
は
全
く
異
な
る
立
．

場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
『
大
戴
礼
記
』
の
見
解
は
、
『
荘
子
集
釈
』
引
く
『
漢
書
音
義
』
に

も
「
董
尤
は
、
古
の
天
子
。
一
に
日
く
庶
人
の
責
者
」
一
表
4
⑲
一
の
如
ノ
＼
或
説

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
掲
げ
た
『
史
記
索
隠
』
が
「
明
ら
か
に
庶

人
に
非
ず
。
蓋
し
諸
侯
の
号
な
り
」
一
表
4
④
）
と
説
く
の
は
、
こ
う
し
た
董
尤
庶

人
説
を
意
識
し
て
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。

結

語

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
種
々
の
螢
尤
神
話
・
伝
説
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
諸
見
解
を
、

量
尤
と
「
作
兵
」
と
の
関
係
、
螢
尤
の
地
位
・
身
分
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
分
析

し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
資
料
が
大
前
提
と
す
る
董
尤
作
兵
説
を
、
『
呂
氏

春
秋
』
蕩
兵
篇
・
『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
の
み
は
明
確
に
否
定
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
螢
尤
を
高
位
の
為
政
老
で
あ
る
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、

『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
の
み
は
、
螢
尤
を
「
庶
人
の
貧
者
」
と
す
る
特
異
な
見
解
を

示
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
神
話
研
究
に
於
て
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら

れ
な
か
っ
た
軍
事
思
想
関
係
文
献
の
中
に
、
実
は
注
目
す
べ
き
特
異
な
量
尤
観
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
戦
争
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
量
尤
を
、
「
蕩
兵
」
篇
や
「
用
兵
」
篇
と
い

う
軍
事
思
想
を
説
く
文
献
が
と
も
に
否
定
的
に
取
り
扱
う
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
『
呂
氏
春
秋
』
と
『
大
戴
礼
記
』
と
い
う
思
想
的
性
格
の
異
な
る
文
献
に
類

似
の
董
尤
観
が
見
え
る
の
は
何
故
か
。
ま
た
、
『
大
戴
礼
記
』
の
み
が
更
に
董
尤
を

「
庶
人
の
貧
者
」
に
駈
め
て
い
る
の
は
何
改
か
。
こ
う
し
た
大
き
な
疑
問
が
次
々
に

生
じ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
次
稿
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
特
異
な
螢
尤
観
を
示

す
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
、
『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。

注

ω
　
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
、
及
ぴ
表
2
を
参
照
。

②
　
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
稿
に
於
て
詳
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
た
と
え
取
り
上

　
げ
た
と
し
て
も
、
他
の
諸
資
料
の
螢
尤
像
と
大
き
く
異
な
る
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、

　
そ
の
資
料
的
価
値
を
否
定
し
て
し
ま
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
表
1

　
⑦
の
丁
山
も
、
『
大
戴
礼
記
』
用
兵
篇
に
一
応
注
目
し
な
が
ら
、
『
尚
書
』
や
『
逸
周

　
書
』
な
ど
他
の
古
代
文
献
の
記
述
の
方
を
尊
重
し
て
、
そ
の
量
尤
像
を
否
定
す
る
に

　
終
わ
っ
て
い
る
。

㈹
　
も
っ
と
も
、
「
熊
罷
塾
琳
貌
虎
」
を
文
字
通
り
動
物
・
猛
獣
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
．
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）4（）5（）6（）7（ 神
話
的
要
素
も
一
部
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
政

治
的
人
間
的
要
素
の
濃
厚
な
こ
の
一
節
の
中
で
、
こ
の
「
熊
熊
魏
琳
墾
虎
」
の
部
分

の
み
が
極
め
て
不
自
然
と
な
り
、
既
に
『
索
隠
』
や
『
正
義
』
も
疑
問
視
し
て
い
る
。

司
馬
遷
が
参
照
し
た
原
資
料
は
文
字
通
り
猛
獣
の
意
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
ば
ひ
と
ま
ず
、
「
案
、
言
教
士
卒
習
戦
、
以
猛
獣
之
名
名
之
、
用
威
敵
也
」

と
す
る
『
正
義
』
の
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

　
以
下
、
資
料
は
書
き
下
し
文
に
よ
っ
て
示
し
、
そ
の
原
文
は
、
表
の
中
に
記
載
し

た
。
書
き
下
し
文
末
尾
の
「
表
3
①
」
な
ど
の
記
号
が
各
々
表
中
の
番
号
に
対
応
し

て
い
る
。
ま
た
、
書
き
下
し
文
、
原
文
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
傍
線
を
付
す
場
合

が
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
次
稿
で
検
討
す
る
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
の
引
く
或
説
や
『
大
戴
礼

記
』
用
兵
篇
の
論
評
も
、
そ
の
後
の
議
論
の
展
開
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
「
兵
」
を

兵
器
・
兵
乱
と
す
る
立
場
と
考
え
ら
れ
る
。

　
衰
珂
『
山
海
経
校
注
』
は
、
こ
の
宋
衷
注
を
受
け
、
「
則
所
謂
『
量
尤
作
兵
伐
黄

帝
』
者
、
蓋
黄
炎
門
争
、
炎
帝
兵
敗
、
董
尤
奮
起
以
与
炎
帝
復
仇
也
」
一
『
山
海
経

校
注
』
大
荒
北
経
一
と
説
き
、
ま
た
、
「
鷹
龍
殺
量
尤
与
脊
父
者
、
蓋
育
父
与
螢
尤

同
為
炎
帝
之
蕎
“
在
黄
炎
門
争
中
、
董
尤
起
兵
為
炎
帝
復
仇
」
（
『
山
海
経
校
注
』

大
荒
東
経
）
と
、
螢
尤
が
炎
帝
の
末
蕎
で
あ
り
、
黄
帝
・
量
尤
の
戦
い
は
、
量
尤

に
よ
る
復
讐
戦
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
漢
書
芸
文
志
考
証
』
も
、
「
管
子
、
『
黄
帝
得
量
尤
而
明
於
天

道
』
則
黄
帝
六
相
亦
有
董
尤
」
と
、
黄
帝
六
相
の
一
人
と
し
て
の
量
尤
の
存
在
を

指
摘
す
る
。
、

［
付
記
］

　
本
稿
は
、
平
成
四
年
十
月
二
十
四
目
、
愛
媛
大
学
に
於
て
開
催
さ
れ
た
戦
国
秦
漢
史

研
究
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
会
に
於

て
貴
重
な
御
意
見
を
賜
っ
た
諸
賢
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

軍
神
の
変
容
－
中
国
古
代
に
於
け
る
戦
争
論
の
展
開
と
量
尤
像
－
一
1
）

一
湯
浅
）


